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新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度） 

 令和６年１月より新ＮＩＳＡが始まりました。 

通常、上場株式や投資信託により得られた利益には、２０．３１５％の税金がかかります。      

一方、ＮＩＳＡ口座で得られた利益に対しては税金がかかりません。 

新ＮＩＳＡでは「成長投資枠（旧一般投資枠）」、「つみたて投資枠（旧つみたてＮＩＳＡ）」として

旧ＮＩＳＡと比べて大きく３点が変更されました。 

 

① 年間投資可能上限額 

年間投資可能限度額が成長投資枠は２４０万円、つみたて投資枠は１２０万円に、また保有限度額

は１，８００万円（うち、成長投資枠は１，２００万円）に引き上げられました。 

② 口座開設期間、非課税保有期間 

口座開設期間、非課税保有期間が無期限となりました。 

③ 成長枠とつみたて投資枠が併用可能 

旧ＮＩＳＡでは、年単位で一般ＮＩＳＡ，つみたてＮＩＳＡのいずれかのみの利用となっておりました。

新ＮＩＳＡでは成長投資枠、つみたて投資枠が同時に利用可能となりました。 

 

旧ＮＩＳＡ口座を利用されている方は、新ＮＩＳＡ口座が自動的に設定されます。 

また、ＮＩＳＡ口座での運用された利益については確定申告の必要はありません。 

（仮に、運用において損失が出ても、他の株式口座との相殺はできません。） 

 

 

詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。 
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